
自然環境等に関する「鴨川のあるべき姿」の取り組みについて

鴨川の整備などに当たっては自然環境等に配慮して実施することとしてお
り、その基本となる諸情報を「鴨川のあるべき姿」として下記のとおり取りま
とめて行くこととしております。

記

■目 的
将来にわたって保全・再生すべきものなど、鴨川の自然環境等に関する事象

を「あるべき姿」として取りまとめ、それを基に環境の改変や影響を出来るだ
け抑えるよう配慮して河川整備や維持管理を進めるとともに、その情報を府民
と幅広く共有する。

■内 容
「あるべき姿」では、府民や地域・団体などが把握している以下の様な自然

環境等の事象を収集、整理して、情報を表示した自然環境マップを作成・公表
します。また、ホームページや表示板の設置等で情報発信を行います。

【収集する自然環境等の主な事象】
○保全すべき又は再生すべき植物群落や動物生息環境など
○野鳥の産卵・生息場所
○湧水の箇所
○鴨川らしさを感じる風景
○沿川の隠れた史跡
○魚類の移動に支障が生じている箇所など

【当面の対象区間】（必要に応じて拡大を検討）
○鴨 川 ： 桂川合流点から柊野堰堤付近
○高野川 ： 鴨川合流点から三宅橋上流付近

※「あるべき姿」は、学識者や鴨川府民会議の意見などを踏まえ、分類整理を実施

■情報収集など
①ホームページの開設（Ｈ２３年１月から）・・・別紙参照

鴨川の自然環境等に関する事象を幅広く府民等から収集し、風景写真など
は、「鴨川の魅力」として内外に情報を発信する。

②調査等
提供を受けた情報や意見をもとに、調査取材を通じて事実関係を確認

※鴨川府民会議メンバーの方々からも、御意見や情報の提供をお願いし
ます。 連絡先：河川課計画担当 TEL:414-5291 FAX:432-6312

E-mal:kasen@pref.kyoto.lg.jp

◆スケジュール
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情報収集 調査･取材 中間報告 マップ等作成･公表

（HP開設）
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